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神崎 IC

大栄 JCT

つくば中央 IC

稲敷 IC

（主）成田小見川鹿島港線 IC（仮称）

松尾横芝 IC

東金 IC・JCT

木更津東 IC

多古町

着工区間

開通済み

圏央道の整備状況

銚子連絡道

国道 296 号 IC（仮称）

木更津 JCT

東京湾アクアライン

未着工区間

圏
央
道（
大
栄
・
横
芝
間
）の

早
期
着
工
等
に
関
す
る
決
議
を
可
決

　
6
月
15
日
、
勝
又
一
徳
議
員
ほ
か
4
議
員
か
ら
「
圏
央
道
（
大
栄
・
横
芝
間
）
の
早
期
着
工
等
に

関
す
る
決
議
」
が
提
出
さ
れ
、
賛
成
全
員
で
可
決
し
ま
し
た
。

圏
央
道
（
大
栄
・
横
芝
間
）
の

早
期
着
工
等
に
関
す
る
決
議

　

圏
央
道
（
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
）
は
、

首
都
圏
の
広
域
的
な
幹
線
道
路
網
を
形
成
す
る
首

都
圏
３
環
状
道
路
の
一
つ
で
あ
り
、
首
都
圏
の
道

路
交
通
の
円
滑
化
を
は
じ
め
、
災
害
時
等
の
緊
急

輸
送
路
の
確
保
や
沿
線
の
地
域
づ
く
り
の
活
性
化

等
の
役
割
や
機
能
を
担
う
高
規
格
幹
線
道
路
と
し

て
、
一
日
も
早
い
完
成
が
待
望
さ
れ
て
い
る
。

　

も
と
よ
り
、
日
本
の
動
脈
と
し
て
、
そ
の
役
割

と
機
能
を
よ
り
効
果
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に

は
、
総
延
長
約
３
０
０
㎞
が
全
線
開
通
し
、
全
線

つ
な
が
る
こ
と
が
何
よ
り
肝
要
で
あ
る
。

　

昨
年
６
月
に
は
神
崎
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
・
大

栄
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
間
が
開
通
し
た
が
、
千
葉
県

内
に
お
い
て
は
、
大
栄
・
横
芝
間
（
延
長
18
・
５

㎞
）
が
唯
一
未
着
工
で
あ
り
、
そ
の
役
割
と
機
能

を
十
分
に
活
か
す
に
至
ら
ず
、
支
障
を
き
た
し
て

い
る
。

　

よ
っ
て
、
高
速
道
路
交
通
の
円
滑
化
を
強
力
に

推
進
し
、
特
に
、
成
田
国
際
空
港
と
そ
の
周
辺
地

域
の
企
業
立
地
・
市
場
拡
大
・
生
産
活
動
等
の

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
最
大
限
に
活
か
す
た
め
、
県

内
外
か
ら
の
成
田
空
港
利
用
者
の
利
便
性
を
高

め
、
周
辺
地
域
や
千
葉
県
の
発
展
に
十
分
配
慮
の

上
、
２
０
１
９
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
及

び
２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
開
催
に
向
け
て
大
栄
・
横
芝
間
の
開
通
目

標
を
明
示
さ
れ
、
他
の
区
間
に
遅
れ
る
こ
と
な
く

早
期
完
成
を
目
指
す
と
と
も
に
、
こ
の
区
間
に
お

け
る
地
域
交
流
拠
点
と
の
接
続
が
可
能
と
な
る
休

憩
施
設
の
設
置
を
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
決
議
す
る
。

　
　
　

平
成
28
年
6
月
15
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
葉
県
多
古
町
議
会

請願・陳情とは？

請
願
・
陳
情
の

審
議
の
流
れ

　請願、陳情はどちらも「誰もが国や地方公共団体に対し、実状を訴え、適切な措置を求め文書で
希望や要望を述べることができるもの」ですが、その違いは大きく分けると次のとおりです。

請　　願 陳　　情
議員の紹介により提出する
　　内容に賛同した議員の紹介が必要。 ―

憲法で保障された基本的権利
　　所定の要件を備えて提出された請願を議長は
　受理しなければならない。

請願のように法的保護を受けるものではない
　　議長が必要があると認めるものは、請願書の
　例により処理する。

請
　
願

議
員
の
紹
介

本
会
議

委
員
長
よ
り
審
議
の
結
果
報
告

議
長

関
係
機
関
へ
意
見
書
を
送
付

提
出
者
へ
結
果
報
告

議
決

議
決 ◦

採
択

◦
不
採
択

◦
趣
旨
採
択

◦
継
続
審
議

◦
可
決

◦
否
決

意
見
書
の
発
議

議
長

受
　
　
　
理

委
員
会

審
　
　
　
議

議
会
運
営
委
員
会

取
扱
い
を
協
議

本
会
議
※
委
員
会
に
審
議
を
委
ね
る

※
本
会
議
で
審
議
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

陳
　
情

　

国
は
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に
等
し
く
教

育
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
責
務
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
21
世
紀
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育

に
責
任
を
持
つ
と
と
も
に
、
教
育
水
準
向
上

の
た
め
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持

を
求
め
る
。

　

子
ど
も
た
ち
の
教
育
環
境
整
備
を
す
す
め

る
た
め
、
次
の
事
項
を
中
心
と
し
た
国
の
予

算
拡
充
を
求
め
る
。

　

１
．
震
災
か
ら
の
教
育
復
興
予
算
拡
充
、

２
．
少
人
数
学
級
実
現
の
た
め
の
教
職
員
定

数
改
善
、
３
．
義
務
教
育
教
科
書
無
償
制
度

の
堅
持
、
４
．
就
学
援
助
や
奨
学
金
事
業
の

予
算
拡
充
、
５
．
総
合
型
地
域
ク
ラ
ブ
の
育

成
等
、６
．
公
立
学
校
施
設
整
備
費
の
充
実
、

７
．
安
全
と
充
実
し
た
学
習
環
境
を
保
障
す

る
た
め
の
地
方
交
付
税
交
付
金
の
増
額

　

少
子
化
対
策
で
は
「
待
機
児
童
の
解
消
」

が
重
要
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
公
立
保
育

所
の
存
続
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
国

か
ら
の
補
助
は
公
立
保
育
所
の
運
営
費
と
し

て
直
接
交
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
自
治
体
の

財
政
を
圧
迫
し
て
い
る
。
公
立
保
育
所
の
存

続
の
た
め
に
は
、
一
般
財
源
化
を
廃
止
し
、

直
接
補
助
制
度
に
戻
す
こ
と
を
求
め
る
。

　

待
機
児
童
の
要
因
は
、
保
育
施
設
の
不
足

だ
け
で
な
く
保
育
士
不
足
も
大
き
い
。
保
育

士
不
足
の
原
因
は
、
保
育
士
の
賃
金
の
低
さ

や
労
働
条
件
の
厳
し
さ
か
ら
働
き
続
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
た
め
、
保
育
士

の
処
遇
を
大
幅
に
改
善
す
る
対
策
を
求
め
る
。

　

日
本
は
教
育
や
保
育
に
か
か
る
費
用
が
高

額
で
あ
る
た
め
、
多
子
世
帯
ほ
ど
子
育
て
費

用
の
家
計
へ
の
負
担
が
大
き
い
。
少
子
化
対

策
と
し
て
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
含
め
た

子
育
て
世
代
へ
の
経
済
的
支
援
が
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
子
育
て
費
用
の
家
計
負

担
軽
減
化
を
は
か
る
た
め
に
保
育
料
を
低
減

化
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

　

６
月
15
日
、
採
択
し
た
請
願
・
陳
情
に
か
か
る
５
件
の
意
見
書
案
が
発
議
さ
れ
、

賛
成
全
員
で
可
決
し
ま
し
た
。
可
決
し
た
意
見
書
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
、
そ
れ

ぞ
れ
議
長
名
で
関
係
機
関
へ
提
出
し
ま
し
た
。

請
願
・
陳
情
に
か
か
る

発
議
案
第
４
号

発
議
案
第
５
号

発
議
案
第
６
号

発
議
案
第
７
号

発
議
案
第
８
号

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の

堅
持
に
関
す
る
意
見
書

国
に
お
け
る
平
成
29
年
度
教
育

予
算
の
拡
充
に
関
す
る
意
見
書

公
立
保
育
所
の
一
般
財
源
化
を

廃
止
し
、
直
接
補
助
制
度
に

戻
す
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

保
育
士
不
足
を
解
消
す
る
た
め
、

保
育
士
の
処
遇
を
大
幅
に
改
善

す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

子
育
て
費
用
の
家
計
負
担
軽
減
化

を
は
か
る
た
め
に
保
育
料
の

低
減
化
を
求
め
る
意
見
書

意
見
書
を
可
決

決
議
書
は
議
長
が
国
土
交
通
省
に
提
出
し
ま
す
。


